
別記第１号様式（第４条関係） 

砂川市寡婦（夫）控除みなし適用申請書 

年   月   日 

砂川市長 様 

住所                   

氏名               ㊞   

生年月日                 

電話番号                 

 

下記の事業の寡婦（夫）控除のみなし適用について申請します。 

記 

 対象事業 担当係  対象事業 担当係 

 市立保育所保育料 社会福祉課子ども保育係  
障害者総合支援法に係る地域生活

支援事業（移動支援事業、日常生

活用具給付等事業、自動車改造費

助成事業） 

社会福祉課社会福祉係 

 高等職業訓練促進給付金事業 社会福祉課子育て支援係 

 入院助産 社会福祉課子育て支援係 

 障害児通所給付費 社会福祉課社会福祉係 

 自立支援医療（育成医療） 社会福祉課社会福祉係 

 自立支援医療（更生医療） 社会福祉課社会福祉係  乳幼児等医療費助成事業 市民生活課保険係 

 自立支援医療（精神通院医療） 社会福祉課社会福祉係  ひとり親家庭等医療費助成事業 市民生活課保険係 

 障害者（児）補装具給付事業 社会福祉課社会福祉係  重度心身障害者医療費助成事業 市民生活課保険係 

 障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

（平成 17 年法律第 123 号。以下

「障害者総合支援法」という。）

に係る障害福祉サービス 

社会福祉課社会福祉係 

 廃棄物処理手数料減免事業 市民生活課環境衛生係 

 個別排水処理施設使用料 土木課管理係 

 水道料金助成事業 土木課管理係 

 下水道使用料 土木課管理係 

 幼稚園就園奨励補助金 学務課学校教育係 

 

 私は、所得を計算する対象となる年の 12月 31日及び本申請時点で、次の１から４のいずれかに当てはまることを申し

立てます（該当番号に○を付けてください。）。 

１ 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする 20歳未満の子（合計所得金額が 38万円以下で、他 

者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。）がおり、婚姻（事実婚を含む。）していない者 

２ １であり、かつ、20歳未満の子を税法上扶養しており、合計所得金額が 500万円以下である。 

３ 婚姻によらずに父となっており、婚姻歴がなく、生計を一にする 20歳未満の子（合計所得金額が 38万円以下で、他 

者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。）がおり、婚姻（事実婚を含む。）していない者。かつ、合 

計所得金額が 500万円以下である。 

４ 婚姻によらずに母となっており、婚姻歴がなく、20歳未満の税法上扶養する児童（合計所得金額が 38万円以下）が 

おり、婚姻（事実婚を含む。）していない者 

  万一申請に虚偽があれば、寡婦（夫）控除のみなし適用によって行った決定の取消しに伴う負担額の減額分又は給付 

額の追加支給分を返還します。 

   年   月   日  氏名              ㊞ 

 



 私は、寡婦（夫）控除のみなし適用に当たり、要件確認に必要な範囲で、私の市町村民税（地方税法（昭和 25 年法律

第 226号）の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）の申告及び児童扶養手当に関する情報を照会すること及び戸籍、

所得税に関する情報を含め、取得した情報を必要とする受付窓口に提供することについて 

 １ 同意します  ２ 同意しません       年   月   日  氏名              ㊞ 

 ※ 同意をいただけない場合には、別途市町村民税の課税証明書等の提出や、戸籍等の調査についてご協力をいただく

必要があります。 

 

 

 

 

 必ずお読みください。 

 

１ 生活保護を受給している方又はみなし適用しなくても非課税の方は対象外です。 

２ 本申請は寡婦（夫）控除のみなし適用を行うもので、事業の利用に当たっては、別途

事業の利用に伴う手続が必要です。事業を新たに利用する場合には、その都度、本申請

を行ってください。 

３ 各事業を継続的に利用している場合は、事業ごとの更新時期に本申請書を提出してく

ださい。 

４ 申請に当たっては、世帯全員の住民票の写し並びに母又は父及び子又は児童の戸籍謄

本（戸籍全部事項証明書を含む。いずれも３月以内に発行したもの）が必要です。ただ

し、戸籍謄本は、有効期間内の児童扶養手当証書の写しに替えることができます。 

５ 所得の状況等により、負担額が変わらない場合があります。適用の結果につきまして

は、各事業担当課から通知します。 

６ 寡婦（夫）控除のみなし適用は、事業の負担額算定等のみに用いるものであり、税法

上の控除を受けることはできません。 

７ 所得の状況や世帯の状況に変更があったときは、各事業の窓口に申し出てください。 

８ ご提供いただいた個人情報は、寡婦（夫）控除のみなし適用に係る目的の範囲内で利

用いたします。 

 

 

 

 

担 当 者 印 受 付 印 

  

         


